
別表２　おもな償却資産とその耐用年数

資産の種類
耐用

年数

耐用

年数

耐用

年数

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装 10 10 金        属        製 20

石 ・砂 利 道 15 工        場        用 7 そ  の  他  の  も  の 10

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 舗 装 15 そ  の  他  の  も  の 20 金        属        製 15

ﾋﾞﾁｭｰﾏﾙｽ 舗装 3 20 そ  の  他  の  も  の 8
15 木                   造 7

35 金        属        造 15

30 鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 30

20 掘 立 造 及 び 仮 設 7 鉄 筋 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 造 50

10 光  ﾌ  ｧ  ｲ  ﾊﾞ  ｰ  製 10 コ ン ク リ ー ト 造 30

円筒空中線式 30 そ の 他  の  も  の 13 鋳        鉄        製 25

そ の 他 の も の 40 10 鋼        鉄        製 15

ア   ン   テ   ナ 10 10

蓄電池電源設備 6 17 金    　  属      　製 15

そ の 他 の も の 15 8 そ  の  他  の  も  の 8

15 簡   易   な   も   の 3 12

13 そ  の  他  の  も  の 15 3

10 9 9

黒 鉛 化 炉 3 9 6

そ の 他 の 設 備 7 5 12

7 9 10

8 14 10

4 11
石油又は 液化石油ガス 卸売

用設備（ 貯そう を 除く 。 ）
13

7 7 そ の 他 の 設 備 8

モノタイプ、写真又は通

信 設 備
3 6 9

そ の 他 の 設 備 10 10 8

10 7 主と して 金属 製の も の 17

5 9 そ の 他 の も の 8

4 9 10

5 7 8

5 5 13

5 5 15

5 6 10

8 需 要 者 用 計 器 15 主と して 金属 製の も の 17

8 柱 上 変 圧 器 18 そ の 他 の も の 8

9 そ の 他 の 設 備 22

7 4 4

8～12 5～8 5

４　航空機 5～10 5 5

金  属  製  の  も  の 7 自走能力を有するもの 7

そ  の  他  の  も  の 4 そ   の   他   の   も    の 4

2 3 3

4 2 5

金 属 製 の も の 15 印    刷    業    用 3 4
そ の 他 の も の 8 そ        の        他 5 5

接客業用のもの 5 サーバー用を除く パソコン 4 手  提  げ  金  庫 5

そ の 他 の も の 8 そ   の   他   の   も    の 5 そ  の  他  の  も  の 20

冷 蔵 機 付 き 6 5 5

そ の 他 の も の 8 5 ﾊﾟ ﾁ ﾝ ｺ 機 器 等 2

5 6 ｽ  ﾎﾟ  ｰ  ﾂ  用  具 3

6 デジタルボタン交換設備等 6 ﾃ  ﾚ  ﾋﾞ  ｹﾞ  ｰ  ﾑ  等 5

そ  の  他  の  も  の 10 陶磁器 ・ ガラス製 2

5 そ  の  他  の  も  の 5

3 8 消 毒 殺 菌 用 機 器 4

小 売 接 客 用 3 簡    易    看    板 3 手    術    機    器 5

そ      の      他 6 ネ  オ  ン  サ  イ  ン 3 調    剤    機    器 6

金 属 製 の も の 15 金  属  製  の  も  の 10 植  物 （貸付業のも の） 2

そ の 他 の も の 8 そ  の  他  の  も  の 5 5

ガ     　ー    　 ド     　レ     　ー     　ル

木製主要柱が10cm

角以下のもの

街      　   　 　　　 路　　           　　　灯

通  信  ケ  ー  ブ  ル

活 性 炭 製 造 設 備

ゴ ム 製 品 製 造 業 用 設 備

ゼ ラ チ ン 又 は に か わ 製 造 設 備

半 導 体 用 フ ォ ト レ ジ ス ト 製造 設備

フラットパネル用カラーフィルター、偏光

板又は 偏光 板用 フ ィ ルム 製造 設備

そ の 他 の 設 備

石                             製

鉄  筋  コ ン ク リ ー ト 製

建

物

附

属

設

備

電 　気　 設　 備

水     槽   ・   油     槽

自 動 ドア ・ エアーカーテン 開 閉 設 備

店      　用    　  簡      　易      　装     　 備

※汚水煤煙処理施設は別基準

可  動  間  仕  切  り

簡 　　易　 　建　 　物
飼           育           場

アーケード・日よけ設備

土                             製

金             属            製

細　　　目

荷 役 用 昇 降 施 設 （ エ レ ベ ー タ ー )

消  火  栓   ・   火  災  報  知  設  備

構

築

物

放送・無線用

鉄塔及び鉄柱

コンクリート  ・  ブロック 製

舗   装   路   面

細　　　目

打 　    ち  　   込  　   み 　    井    　 戸

庭　　　　　　　                                園

細　　　目

緑 　  化　   施　   設

広  告  用  の  も  の

農  業  用  ハ  ウ  ス

6 厨     房     用     品

テレビ  ・ ステレオ 等 音 響 機 器

カーテン ・ 寝 具 等  繊 維 製 品

そ  の  他  の  も  の

へ

い

10

通 信 業 用 設 備

冷暖房設備（22kw以下のもの）

給 排 水 ・ 衛 生 ・ ｶﾞ ｽ 設 備

新 聞 業 用

設 備

製 本 業 用 設 備

６　工具器具

及び備品

その他
そ　　 の　　 他　　 の　　 も　 　の

モーターボート及 び と う 載 漁 船

工

具

じゅうたん  等

床  用  敷  物

室  内  装  飾  品
生                     物　            

１　構築物及

び建物附属

設備

舗   装   道   路

化

学

工

業

用

設

備

臭素、よう 素又は塩素、臭素若しく はよ

う 素 化 合 物 製 造 設 備

塩 化 り ん 製 造 設 備

食 料 品 製 造 業 用 設 備

木材又は 木製品（家具を 除く 。）製造業用設備

設

備

繊

維

工

業

用

印

刷

関

連

業

用

設

備

印

刷

業

又

は

デジタル印刷システム設備

なめ し革、なめ し革製品又は 毛皮 製造 業用 設備

鉄

鋼

業

用

設

備

そ の 他 の 設 備

金属 製品

製造 業用

設 備

そ の 他 の 製 造 業 用 設 備

２　機械及び

装置

プラス チ ッ ク 製 品 製 造 業 用 設 備

炭 素 繊 維

製 造 設 備

そ の 他 の 設 備

そ の 他 の 設 備

飛                     行                      機

理       容    ・    美       容       機       器

金                      庫

ヘ  リ  コ  プ  タ  ー   ・   グ  ラ  イ  ダ  ー

応  接  セ  ッ  ト

自  動  販  売  機   ・   自  動  両  替  機

電   子   計   算   機

フ      ォ      ー      ク      リ      フ      ト

陳列棚・ケース

4

医     療     機     器

写        真        作        成        機        器

カ メ  ラ  ・  映 写 機  ・  ビ デ オ カ メ  ラ

楽                                           器

そ　　 　の　　 　他　 　　の　 　　も　　　 の

台                     車

氷  冷  蔵  庫  ・  冷  蔵  ス   ト   ッ   カ  ー

電話設備・通信機器

プ リ ン タ ー ・ コ ピ ー 機 ・ フ ァ ク シ ミ リ

レ ジ ス タ ー 　 ・　  タ イ ム レ コ ー ダ ー

浚 渫 船  ・  砂 利 採 取 船

※自動車税や軽自動車税が課税されるものは固定資産税の課税対象になりませんが、大型特殊自動車（0･00～09・000～099・9・90～99・900～999

ﾅﾝﾊﾞｰ）は課税の対象になりますので、申告してください。

木船

広      告      器      具

娯 楽 ・ スポーツ器具イ ン タ ー ホ ン   ・  放  送  用  設  備  等

治       具    ・    取      付       工       具

測    定    工    具  ・  検    査    工    具

器

具

及

び

備

品

冷 暖 房 用 機 器 ( ﾙｰﾑｴｱｺﾝ等）

切               削               工                具

謄   写   機   器   ・  タ

イ  プ ラ  イ  タ  ー

金     属      製      柱     ・     カ     ッ     ペ

事務机・椅子・

キャビネット

鋼   船

総 合 工 事 業 用 設 備

電気 業用

設 備

送電又は電気事

業用変電若しく は

配 電 設 備

そ    の    他    の    も    の

ロ   ー   ル  （ 金  属  圧  延  用 ）

放 送 業 用 設 備

倉 庫 業 用 設 備

運 輸 に 附 帯 す る サ ー ビ ス 業 用 設 備

飲 食 料 品 卸 売 業 用 設 備

建築材料、鉱物又は金

属材料等卸売業用設

備

電 気 機 械 器 具 製 造 業 用 設 備

表面処理鋼材若しく は鉄粉製造業又は鉄スクラッ

プ 加 工 処 理 業 用 設 備

純鉄、原鉄、ベースメタル、フ ェロアロイ、鉄素形材

又 は 鋳 鉄 管 製 造 業 用 設 備

そ の 他 の 設 備

窯 業 又 は 土 石 製 品 製 造 業 用 設 備

３　船　 舶

５　車両及び

運搬具

電  気  冷  蔵  庫   ・   洗  濯  機

そ の 他 電 気   ・   ガ ス 機 器

前掲の 機械

及び装置以

外のも の並

びに前掲の

区分によらな

い も の

その他の設備

金         型  （ 金  属  加  工  用 ）

と         う         載         漁         船

そ      の      他      の      も      の

核 燃 料 物 質 加 工 設 備

そ の 他 の 設 備

金属被覆及び彫刻業又は打は く 及び金属製ネー

ム プ レ ー ト 製 造 業 用 設 備

農 業 用 設 備

非鉄 金属

製造 業用

設 備

水 産 養 殖 業 用 設 備

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 用 設 備

林 業 用 設 備

飲 食 料 品 小 売 業 用 設 備

小

売

業

用

設

備

そ

の

他

の

ガ ソ リ ン 又 は 液 化 石油 ガス ス タ ン ド 設備

その他の設備

機 械 式 駐 車 設 備

宿 泊 業 用 設 備

飲 食 店 用 設 備

洗 濯 業 、 理 容 業 、 美 容 業 又 は 浴場 業用 設備

自 動 車 整 備 業 用 設 備

 

 

 


